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スプリング・ジャパン株式会社所属エアバス式Ａ３２１－２３１型 

ＪＡ８２ＹＡの航空重大インシデント調査について 

（経過報告） 

  

 

令和７年１１月２０日 

運輸安全委員会（航空部会） 

 

 

 運輸安全委員会は、令和６年１１月２７日、新千歳空港においてスプリング・ジャパン株式会

社所属エアバス式Ａ３２１－２３１型ＪＡ８２ＹＡが着陸進入中、滑走路上に車両が進入した航

空重大インシデントについて、令和６年１１月から原因を究明するための調査を進めてきたとこ

ろであるが、これまでの調査で得られた情報を基に、更に分析を進めるとともに、原因関係者か

らの意見聴取及び関係国への意見照会を行う必要がある。このため、本調査については、本航空

重大インシデントが発生した日から１年以内に調査を終えることが困難であると見込まれる状況

にあることから、運輸安全委員会設置法第２５条第４項の規定に基づき、以下のとおり本調査の

経過を報告する。 
 なお、本経過報告の内容については、今後、新たな情報の入手等により、修正されることがあ

り得る。 
また、本調査は、本航空重大インシデントに関し、運輸安全委員会設置法及び国際民間航空条

約第１３附属書に従い、航空重大インシデントの原因を究明し、航空事故等の防止に寄与するこ

とを目的として行うものであり、本事案の責任を問うために行うものではない。 
 

１．航空重大インシデントの概要 

スプリング・ジャパン株式会社所属エアバス式Ａ３２１－２３１型ＪＡ８２ＹＡは、令和

６年１１月２７日（水）２３時５９分頃、新千歳空港の滑走路０１Ｒへの着陸許可を受けて

進入中、滑走路上に工事車両を視認した。同機は、車両が離脱したことを確認し、進入を継

続する旨を管制官に伝え、１１月２８日（木）００時００分に着陸した。 
 

２．調査の概要 

本件は、航空法施行規則（昭２７運輸省令５６）第１６６条の４第２号の「他の航空機等

が使用中の滑走路への着陸の試み」に該当し、航空重大インシデントとして取り扱われるこ

ととなったものである。 
運輸安全委員会は、令和６年１１月２９日、本航空重大インシデントの調査を担当する主

管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。現時点までに関係者からの口述聴取、飛行

記録装置等の記録の解析等を実施した。 
 

３．判明している事実情報 

（１）飛行の経過 

同機は、定期４０７便として貨物輸送のため、令和６年１１月２７日２２時２０分、

成田国際空港を離陸し、新千歳空港（以下「同空港」という。）へ向かって飛行した。機
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長がＰＦ*1として左操縦席に、副操縦士がＰＭ*1として右操縦席に着座していた。 

２３時５４分、同機は千歳飛行場管制所飛行場管制席の航空管制官（以下「千歳   

タワー」という。）から同空港滑走路０１Ｒ（Ｂ滑走路）への着陸許可を受けた。 

２３時５９分２０秒頃、同空港のＢ７誘導路東側付近の保安道路からＢ滑走路に車両

が進入し、同滑走路を南方向へ走行した。 

機長及び副操縦士は、飛行場灯火と異なる光を滑走路上に視認したため、機長は副操

縦士に千歳タワーに確認を求めるよう指示し、副操縦士は千歳タワーに「滑走路に何か

いるんですが、大丈夫でしょうか。」と無線で確認した。千歳タワーはこれを聞き取る

ことができず、「もう一度お願いします。」と再送を求めた。 

直後に、機長及び副操縦士は、同車両が同滑走路からＢ９誘導路へ離脱したことを視

認したため、副操縦士は「そのままランディングします。」と千歳タワーに伝えた。千

歳タワーも同車両が滑走路から離脱しているのを確認したため、これを了解した。２８

日００時００分２５秒、同機は同滑走路に着陸した。 

 

 

 

 

 
*1 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機において、役割分担によりパイロットを識別する用語であ

る。PF は、Pilot Flying の略で、主に航空機の操縦を行う。PM は、Pilot Monitoring の略で、主に航空機の

飛行状態のモニター、 PF の操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 

 

図１ 同機と同車両の位置及び管制官との交信状況 

(実際の交信を簡略化して記述) 

図２ 同機 図３ 進入した車両 
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（２）進入した車両 

同車両は、同滑走路に接続するＢ９誘導路の工事車両であり、橙色閃光灯を点灯させ、

同空港東側の場周道路から同滑走路に接続する保安道路を経由して、管制からの許可を

受けず同滑走路に進入した後、南方向へ走行しＢ９誘導路へ離脱した。 

同機の着陸後、再度管制からの許可を受けず同滑走路に進入し、北方向に走行後、同

保安道路へ離脱した。 

同夜間工事が開始された９月３日以降、同工事実施日における、同滑走路の閉鎖開始

時刻は２３時０５分であり、工事作業はこれ以降に開始していた。同日は閉鎖開始時刻

が翌０１時４０分に変更されていたが、この情報が同車両の運転手に伝達されていな 

かった。 

 

（３）負傷者 
なし 

 
（４）航空機の損壊 

なし 

 

（５）気象 

同空港の重大インシデント発生時間帯の航空気象の観測値は、次のとおりであった。 

28 日 00 時 00 分 風向 ０１０°、風速 ４kt、卓越視程 １０km以上 

 

４．今後の調査 

本航空重大インシデントの原因の究明及び事故等の再発防止策の検討のため、これまでの

調査で得られた情報を基に、車両が滑走路に進入した経緯など、更なる分析のほか、原因関

係者からの意見聴取及び関係国への意見照会を行う必要がある。 

当委員会は、これまでの調査、分析等によって得られた結果を踏まえて、引き続き本航空

重大インシデントの原因等の調査を進める。 

 


